
感染症対応マニュアル（新型コロナウイルス） 

≪感染経路≫ 

 

 

 

 

 

 

≪感染をしないために・・≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪感染拡大防止の為、自粛要請が出て休園になったら≫ 

R2.4.10 岐阜県に『非常事態宣言』発令 

 医療従事者、消防、警察など社会機能に必要な職業の方や 1 人親などうしても保育に欠ける子のみ保育する 

 それ以外の子は、家庭保育をお願いする。体調の変化があれば園に連絡するようにすぐメールで伝える。 

  〇随時、市や県の情報を受け動く 

 

R2.4.16 全国に緊急事態宣言発令 

 対応は同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛沫感染

•感染した人のくしゃみ、
せき、つばなどの飛沫から
出たウイルスを別のひとが
口や鼻から吸い込む

接触感染

•ウイルスのついた手で触れ
たところを別の人が触り、
手から口や鼻を通じて感染

エアロゾル

•空気中で最大３時間生存し、
それによる感染

園での対応 職員の健康管理・・毎朝検温をし、健康状態で勤務。マスク着用。不要な外出をしない

消毒徹底・・濃い目の次亜塩素酸で保育室、食事前の机、触る場所、おもちゃを消毒する

３密対策・・戸外で保育をする。食事、午睡は離れて行う。室内の換気(２０分に１回)

衛生管理・・トイレ周辺の掃除を特に徹底して行う。おむつ交換は手袋をして行う

子どもへの指導
配慮

手洗い・・裏面参照 マスクの着用を徹底する

トイレで密集しないようにする。手を使わないスリッパの脱ぎ方を伝える

アルコール消毒・・手をよく乾かしてから爪の間や親指などにもすりこむ

休みの日は外出を控える様に話す

家庭への周知 朝の検温をして、チェック表に記入してもらう

体調が悪い時は、早めに連絡する(３７℃台の微熱でも)

送迎・・マスク着用、正門でアルコール消毒をしてもらい、最小限の人数でお願いする

平日でも、極力家庭での保育に協力してもらえるようお願いする

発熱や風邪などコロナウイルス以外の病気でも自宅療養を呼び掛ける



 


